
チャイルドシートの無料貸出要領 

１ 湯河原町ではチャイルドシート（生後６ヶ月～４歳代・身長１０５セン

チ以下、体重７～１８キロ未満）の貸出しをしています。 

 

２ 使用されるお子様及び申請者の住所が湯河原町にある方を対象としま

す。町外へ転出する場合は返却してください。 

 

３ 貸出しの申込みは湯河原町防災安全課に置いてある「チャイルドシート

借受申込書」に所定事項を記入し、借受手続きを行い「チャイルドシート

貸出票」の交付を受け、チャイルドシートを借受けてください。（台数に

限りがありますので、借受けできなかった方は登録して順次対応します。） 

 

４ 貸出期間はお子様が５歳になるまでとします。 

 

５ 無料貸出ですが、返却時または町外に転出するときには必ず洗濯をして、

「貸出票」、「取扱説明書」とともに返還してください。 

 

６ チャイルドシートを装着する場合は必ず「取扱説明書」・「使用上の注意

事項」をよく読んで座席に正しく取り付けてください。 

 

７ このチャイルドシートの形式は３点式シートベルトに装着するタイプ

です。 

 エアーバッグの付いている助手席での使用は避け、必ず３点式シートベル

トが付いている後部座席に付けてください。 

 

８ この制度はあくまで湯河原町独自の無料貸出制度です。このチャイルド

シートにより何らかの損害、障害等を負っても賠償責任は負いません。ま

た、このチャイルドシートには傷害保険はついておりません。 

 

９ 事故その他により、チャイルドシートの強度が損なわれたり、故障した

ものは速やかに返却してください。 

 

１０ 住所の変更がある場合、新住所を証明するものを持参し届出をしてく

ださい。 

 

１１ 貸出は１子につき１台のみとなります。 

 

１２ 期日までに返却ができない場合、防災安全課に連絡をください。なお、

期日が過ぎでも返却されない場合は電話、郵送、訪問での督促をします。 


